
令和３年度 申請を伴う各種加算及び補助金等にかかるスケジュール

種別 項目 概要 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 予算事務説明会
資料番号

1 処遇改善加算Ⅰ 加算率認定
申請書提出

2 処遇改善加算Ⅱ

5 チーム保育推進加算

・必要保育士数を超えて保育士を配置していること
・キャリアを積んだチームリーダーの位置付け等チーム保育体制を整備すること
・処遇改善等加算における平均勤続年数が１２年以上であること
・加算額を保育士の増員や当該保育所全体の職員の賃金改善に充てること
以上の要件を満たした場合に加算するもの

申請書提出 実績報告書提出
１－３
１－６

4 障害児保育費 ・障害を有する子どもや特別な支援が必要な子どもに対し、保育士等の加配を行い、
対象児童の処遇向上を図るため公定価格上の人件費に、対象子ども数分加算するもの

協議書提出 　 １－６

5
主任保育士専任加算
（市主任保育士専任加算含む）

国主任：延長、一時、病児保育、乳児3人以上受入、障害児受入のうち、複数事業を
実施し、主任保育士の専任体制を構築している場合に加算するもの。
市主任：主任保育士専任加算の要件は満たさない施設のうち、平成２３年度以降に開
設した保育所で、６０人以上定員の施設に加算するもの

申請書提出 １－６

6 療育支援加算
・主任保育士専任加算の対象施設かつ障害児を受け入れている施設において、主任保
育士を補助する者を配置し、地域住民等の子どもの療育支援に取り組む場合に加算す
るもの

申請書提出 １－６

7 ３歳児配置改善加算 ・３歳児に係る保育士配置基準を３歳児15人につき1人により実施する施設に加算す
るもの

申請書提出 　 １－６

8 事務職員雇上費加算 ・延長、一時、病児保育、乳児３人以上受入、障害児受入のうち、１事業以上を実施
し、事務執行体制を確保している場合に加算するもの

申請書提出 　 １－６

9 栄養管理加算
・食事の提供における栄養管理等の体制について、栄養士を配置し、献立やアレル
ギー・アトピー等への助言、食育等に関する継続的な指導を受けているときに加算す
るもの

申請書提出 　 　 １－６

10 賃借料加算（市賃借料加算含む） ・保育の用に供する施設が賃貸物件である保育所に対し、施設規模（利用定員）に応
じて児童の公定価格又は施設への市独自の加算額として上乗せするもの

申請書提出

実績報告書提出
１－３
１－６

11 休日保育加算 ・日曜日及び国民の祝日に開所する施設に対して加算するもの 申請書提出 実績報告書提出
１－３
１－６

12 休日障害児加算 ・休日保育事業において、障害や特別な支援を有する子どもの受入を行った場合に、
保育士の加配に要する経費として、休日保育加算に加えて加算するもの

協議書提出 １－６

13 産休等代替臨時職員雇用費 ・有給による産休・病休制度を有する事業者が運営する施設に対し、常勤職員が産
休・病休時に代替の臨時職員を雇用する場合に加算するもの

対象職員がいる場合は随時申請 　 １－６

14 施設長未配置減算 ・施設長の配置を行っていない場合に減算するもの 減算の適用を最初に受けた月に申請書を提出（年度で一度の提出） １－６

15 土曜日閉所減算 ・土曜日に施設を閉所した際に、その日数分減算するもの 減算の適用を最初に受けた月に申請書を提出（年度で一度の提出） １－６

16 児童災害共済掛金 ・利用する子どもの施設管理下における災害に備えて、災害共済給付制度等の掛金
を、子ども数分加算するもの

　 実績報告書提出 １－３

17 補足給付費
・生活保護世帯の子どもに対して、保護者が支払うべき日用品等の購入に要する費用
や行事への参加に要する費用等の実費徴収額を減免する場合に、その補填として加算
するもの

　 実績報告書提出 １－３

18 嘱託医手当・歯科検診事業費
・利用する子どもの健康管理の充実を図るため、毎月の定期健康診断の実施等に伴う
嘱託医への手当を加算するもの。また、歯科検診を実施するため、歯科医への手当と
して加算するもの

　 　 実績報告書提出 １－３

19 施設機能強化推進費加算
・延長、一時、病児保育、乳児3人以上受入、障害児受入のうち、複数事業を実施し
ており、職員等の防災教育や災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する
等、施設の総合的な防災対策の充実強化等を行う施設に対し、加算するもの

申請書提出 実績報告書提出
１－３
１－６

20 高齢者等活躍促進加算
・延長、一時、病児保育、乳児3人以上受入、 障害児受入のうち、１事業以上を実
施しており、高齢者や障害者等を雇用して子どもの処遇向上を図る施設に対して加算
するもの

申請書提出 実績報告書提出
１－３
１－６

２－１
２－２
２－３
２－４

当該年度分 前年度分

教育・保育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い教育・保育を
安定的に供給していくために、「長く働くことができる」職場を構築するために、職
員の平均勤続年数や賃金改善・キャリアアップの取組に応じた人件費の加算（処遇改
善等加算Ⅰ）と技能・経験を積んだ職員に係る追加的な人件費の加算（処遇改善等加
算Ⅱ）を行うもの

給
付
費
上
の
加
算

賃金改善計画書
の提出

賃金改善実績報告書の提出
（６月頃）

翌年度に賃借料等の変更が見込まれる場合は、８月末までに要協議
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令和３年度 申請を伴う各種加算及び補助金等にかかるスケジュール

種別 項目 概要 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 予算事務説明会
資料番号

当該年度分 前年度分

21 小学校接続加算 ・小学校との接続を見通した活動を行っている施設に対し、活動に必要な経費として
加算するもの

申請書提出 １－６

22
第三者評価受審加算
（市第三者評価受審加算含む）

・第三者評価を受審した施設に対し、受審費用の一部として加算するもの 申請書提出 実績報告書提出
１－３
１－６

23 地域活動事業費
・地域の子育て支援を推進するため、次の事業のうち複数の事業を選定し、実施する
施設に加算するもの ①世代間交流等事業 ②異年齢児交流等事業 ③育児講座・育児と
仕事両立支援事業 ④地域の特性に応じた保育需要への対応事業 ⑤保育所体験特別事
業

申請書提出 実績報告書提出
１－３
１－６

24

基本補助額：認可保育所が行う一時保育事業の実施につき、その基本となる運営経費
の補助を行うもの（補助額は年間利用人数による）
加算補助額：1歳未満児受入や利用料免除児童の補填、障害児受入を行う場合に加配
のための保育士の人件費等を補助するもの

障害児認定
協議書提出

申請書提出
（基本補助額）

申請書提出
（加算補助額第１四

半期）

申請書提出
（加算補助額第
２四半期）

申請書提出
（加算補助額第
３四半期）

申請書提出
基本補助額（精算）

加算補助額（第４四半期・障害児
受入分）

４－３

25
・保育所の事務作業をＰＣやタブレットでアプリケーションを用いて簡素化し、業務
負担の軽減を目指すことを目的に、ICT化に係るシステム等を導入する費用について
補助を行うもの

計画書提出 　 　 　 ー

26 ・保育所を運営する法人が、保育士等の宿舎を借り上げるために必要な費用（家賃、
共益費、管理費）のうち、補助上限額の４分の３まで補助するもの

申請書提出
第１四半期

申請書提出
第２四半期

申請書提出
第３四半期

申請書提出
第４四半期
実績報告書

４－２

27
・低年齢児の定員の一定割合を超えた受入れを行った場合に、保育士の負担軽減を図
ることを目的に、給付費等の支給対象となる職員以外に保育補助者を雇い上げる経費
の補助を行うもの

申請書提出 　 ★実績報告書提出 ４－４

28
・保育士の負担を軽減するため、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材
（保育支援者）を散歩等の児童の園外活動時の見守り等の保育に係る周辺業務に活用
し、それに要する費用の一部を補助するもの

計画書提出 補助金申請書提出 ★実績報告書提出 ４－６

29

基本補助：認可保育所が行う年度限定型保育事業の実施につき、その基本となる運営
経費の補助を行うもの（補助額は年間利用人数による）
加算補助：延長保育や、障害児受入を行う場合に加配のための保育士の人件費を補助
するもの

障害児認定
協議書提出

申請書提出
基本分

加算分（第１四半
期）

申請書提出
（加算分第２四
半期）

申請書提出
（加算分第３四

半期）

申請書提出
基本分（精算）

加算分（第４四半期・障害児受入
分）

４－５

30 ・連携支援コーディネーターを配置し、保育内容の支援を行うとともに、３歳に達す
る児童の受入れを重点的に行う施設に対し、必要経費を補助するもの

申請書提出 ★実績報告書提出 ー

31 ・児童福祉法第３５条第４項の規定に基づき設置する民間保育所の施設経営の健全化
を図るため、施設整備に係る借入金の返済費について助成を行うもの

申請書提出 実績報告書提出 １－３

32
・民間児童福祉施設の育成と健全な運営の確保を図り、もって、入所児童の福祉の向
上に資するため、その運営上必要となる施設等の用地の借地料について助成を行うも
の

申請書提出 実績報告書提出 １－３

33 ・民間保育所の開設時に入園前健康診断に要する費用について補助するもの 　 　 申請書提出 ー

34

・感染症に対する強い体制を整え、感染症対策を徹底しつつ、保育を継続的に提供し
ていくため、職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を実施していくために必要な
経費のほか、マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入、施設等の
消毒などの経費等を補助する

　 　 　 ４－７

35

・委託費には人件費・管理費・事業費の３区分があり、それぞれ使途範囲が
定められているが、一定の要件を満たせば当該区分に関わらず委託費の弾力
運用が認められる。前期末支払資金残高の他経費充当等については事前協議
を要する。※主に株式会社が運営する保育所

実施結果報告書提出
（６月末まで）

ー

36 ・定員数等の変更を行う場合は、事前に市に協議し、承認が必要 　 　 　 　 ー

37
・コアタイム、延長保育時間の変更を行う場合は、事前に市に協議し、承認
が必要

　 　 　 　 ー

★のついている実績報告については、補助金額を確定させるため、優先的に処理をしてください。

ICT化推進事業補助金

一時保育事業補助金

コアタイム、延長保育時間等の変更
に伴う事前協議

事
前
協
議

定員数、定員構成、受入れ年齢等の
変更に伴う事前協議

委託費の弾力運用

新型コロナウイルス感染症対策事業補助金

補
助
金

開設時入園前健診手当補助金

土地借地料助成金

施設整備借入金返済費助成金

サテライト型小規模保育事業補助金

年度限定型保育事業補助金

保育体制強化事業補助金

定員超過補助者雇上費補助金

保育士宿舎借上げ支援事業補助金

給
付
費
上
の
加
算

随時事前協議書提出（12月頃締切）

随時、補助金申請書提出（計画書承認後、システム導入及び費用の支払いが完了次第速やかに提出）

詳細が決まり次第、申請時期などお知らせします。

事前協議書提出（７月下旬頃締切）

事前協議書提出（７月下旬頃締切）
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